
郡山市認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業実施要綱 

  

平成13年８月８日制定  

平成18年４月１日一部改正  

平成21年５月１日一部改正  

平成24年４月１日一部改正 

平成27年３月24日一部改正 

平成29年４月１日一部改正 

平成30年３月27日一部改正 

平成30年９月20日一部改正 

平成31年３月14日一部改正 

令和２年３月10日一部改正 

令和４年４月１日一部改正 

                          【保健福祉部地域包括ケア推進課】 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第 123 号、以下「法」という。）第 115 条の45

第３項第２号に基づき、法に規定する要介護被保険者で認知症等によりはいかいをする可能性

のある高齢者等（以下「認知症高齢者等」という。）が外出し、行き先不明となったとき、そ

の居場所を速やかに発見し、家族に伝えることにより、認知症高齢者等の事故防止を図るとと

もに、家族介護の支援及び負担軽減を図ることを目的とする。  

（事業） 

第２条 この要綱による事業は、認知症高齢者等が外出し、行き先不明の場合に家族及び支援者

が位置情報を探索するための機器を貸与することにより、行うものとする。 

（実施主体及び事業の委託） 

第２条の２ この事業の実施主体は、郡山市（以下「市」という。）とする。 

２ 市は、この要綱に定める事業の全部又は一部を、適切に事業を行うことができると認められ

る事業者に委託（以下「委託事業者」という。）することができる。 

 （対象者） 

第３条 対象者は、次に掲げる者とする。 

(1) 認知症高齢者等のうち市内に住所を有し、かつ、居住している者を介護している家族、支

援者等 

(2) その他市長が特に必要と認める者 

（申請） 

第４条 この事業を利用しようとする者は、郡山市認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利

用申請書（第１号様式）により、市長に申請しなければならない。  

（決定） 

第５条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、必要性を審査し、その結果を郡山市認知症

高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用決定（却下）通知書（第２号様式）により申請者に通

知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、郡山市認知症高齢者等位置情報探索機



器貸与依頼書（第２号様式の２）により委託事業者に通知し、貸与決定の内容を郡山市認知症

高齢者等位置情報探索機器貸与事業台帳に整理するものとする。 

（費用の負担） 

第６条 初期登録及び機器の貸与に要する費用は市の負担とし、その他の費用は、利用者の負担

とする。 

（変更の届出）      

第７条 利用者は、第４条の申請書の記載事項に変更を生じた場合は、郡山市認知症高齢者等位

置情報探索機器貸与事業利用変更・中止届出書（第３号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、郡山市認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用変更・中止届出書（第３号様

式）を受理し、変更内容を認めた場合は、郡山市認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利

用変更通知書（第３号様式の２）により委託事業者に通知する。  

（利用者の責務） 

第８条 利用者は、貸与を受けた機器について責任を持って管理するものとし、これを目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。 

２ 利用者は、機器の全部又は一部をき損し、又は減失した場合は、直ちに市長に状況を報告

し、市長の指示に従わなければならない。 

３ 利用者は、前項の場合において損害が生じたときは、損害に対する費用を負担しなければな

らない。 

（利用の中止及び機器の返納） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の中止を決定し、郡山市認知症高

齢者等位置情報探索機器貸与事業利用中止通知書（第４号様式）により申請者に通知するとと

もに、郡山市認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用中止依頼書（第５号様式）により

委託事業者に通知するものとする。 

(1) 利用者から、郡山市認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用変更・中止届出書（第

３号様式）による中止の申し出があったとき。 

(2) その他中止すべき理由が発生したとき。 

２ 前項の規定により中止の決定を受けた者は、直ちに貸与されている機器を返納しなければな

らない。 

 （委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成13年８月８日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱に施行期日前に旧要綱の規定に基づきなされた手続き、処分その他の行為は、この 

 要綱の相当規定に基づきなされた手続き、処分その他の行為とみなす ｡  

附 則 



 この要綱は、平成21年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市はいかい高齢者家族支援

事業実施要綱（以下、「旧要綱」という。）による様式は、この要綱による改正後の郡山市認

知症高齢者家族支援事業実施要綱の様式によるものとみなす ｡  

３ この要綱の施行の際現に旧要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所

要の調整をして使用することができる。 

附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成30年９月21日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市認知症高齢者家族支援事

業実施要綱（以下、「旧要綱」という。）による様式は、この要綱による改正後の郡山市認知

症高齢者等位置情報探索機器貸与事業実施要綱の様式によるものとみなす ｡  

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市認知症高齢者等位置情報

探索機器貸与事業実施要綱（以下、「旧要綱」という。）による様式は、この要綱による改正

後の郡山市認知症高齢者等家族支援事業実施要綱の様式によるものとみなす ｡  

３ この要綱の施行の際現に旧要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所

要の調整をして使用することができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市認知症高齢者等位置情報

探索機器貸与事業実施要綱（以下、「旧要綱」という。）による様式は、この要綱による改正



後の郡山市認知症高齢者等家族支援事業実施要綱の様式によるものとみなす ｡  

３ この要綱の施行の際現に旧要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所

要の調整をして使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 



 

 


